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「構造計算書偽造」事件に関する当社の対応について 

 

 

 11 月 22 日に、当社ホームページにて既にお知らせのとおり、当社がこれまでに分譲した戸建住宅及

びマンションについて、「姉歯建築設計事務所」及び国土交通省のホームページで公表されています建築

設計事務所（６社）とは一切取引が無いことを確認いたしました。 

  

 また、現在、民間の検査機関による建築確認を受けたマンションに関しましては、お客様にご安心い

ただくため第三者機関（当該建物設計時に委託した事務所以外の設計事務所）に依頼して再チェックを

行っております。その結果につきましては、判明次第ご報告してまいります。 

 戸建住宅につきましては、建築基準法上、構造計算書の提出が義務付けられる３階建の住宅を対象と

して、当社が民間の検査機関に建築確認検査の申請を開始した 2000年以降の物件に関し、民間の検査機

関で確認申請を取得した物件について構造計算の再チェックを自主的に行います。 

 結果が判明次第、当該住宅のお客様には書面にて直接ご通知してまいります。 

 

 当社では、建築基準法等関係法令を遵守することはもちろんのこと、お客様に安心してお住まいいた

だくために「住宅性能表示制度」に対応した取組みを積極的に実施しており、現在、当社分譲の戸建住

宅全物件については「設計性能評価書」、「建設性能評価書」の両方を取得しております。 

 これにより、公的な現場審査等とあわせダブルチェック体制となっております。住宅性能への信頼性

と一層の品質向上に配慮していることをご報告申し上げます。 

以上 

 

 

 


